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第３次太子町高度情報化計画 

（太子町ＤＸ推進計画） 

１．計画の趣旨 

本町では第５次総合計画において、全庁的な情報化の推進を重要施

策として掲げ、平成２４年度に「第１次太子町高度情報計画」を策定

し、ＩＣＴ環境の整備を推進し、平成２９年度には「第２次太子町高

度情報計画」を策定し、高いレベルでの情報セキュリティを確保しつ

つ、ＩＣＴを利活用した行政サービスの高度化を推進してきました。 

この５年間において、マイナンバーカードの利活用、自治体クラウ

ド、デジタル庁の設置、働き方改革、デジタル・ガバメント実行計画

の策定、デジタル田園都市国家構想など、太子町を取り巻くＩＣＴの

環境は、短期間で目まぐるしく変化しているところです。 

さらに、令和２年に発生した新型コロナウイルス感染症によって、

国や地方公共団体のＩＣＴ化の遅れが浮き彫りにされ、国はデジタル

化の遅れに対応するため、新たな視点でさまざまなＩＣＴ施策を短期

間で実現させる計画や、デジタル化を推進するための規制緩和策を

次々と打ち出しています。 

加えて、日本の人口は年々減少しており、２０４０年には２０１５

年と比較し、働き手となる人口が半分となる（２０４０年問題）こと

から、地方自治体においても、職員数が半分となっても住民サービス

を維持できるよう、業務の見直しやデジタル化を推進する必要がある

と報告されています。 

本町においても、こうしたデジタル・トランスフォーメーション

（ＤＸ）の実現に向けて、自治体業務の抜本的な見直しを推進してい

く必要があることから、住民のための行政サービスを念頭に置き、積

極的に行政のデジタル化を目指す今後５年間（令和４～８年度）の事

業計画として、本計画を策定します。 
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２．計画の位置づけと計画期間 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、第６次総合計画の行政基盤の確立を図るための、行政機

能の強化を補完するもので、自治体ＤＸ推進計画（令和２年１２月２

５日）を踏まえた位置づけとします。 

 

（２）計画期間 

本計画の計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とし

ます。 

なお、策定後においても、国の動向や本町における情報化の進捗状

況を考慮しながら、適宜見直しを行っていきます。 

 

　

【国の関連法等】

ＩＣＴの側面から補完

［具体的施策］

官民データ活用推進基本法

自治体ＤＸ推進計画

第６次
　　太子町総合計画

●行政基盤の確立

第３次太子町高度情報化計画
（太子町ＤＸ推進計画）

行
政
機
能
の
強
化

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

(2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027)

第６次太子町総合計画

前期基本計画 後期基本計画

第３次太子町高度情報化計画
（太子町ＤＸ推進計画）



3 

３．推進体制 

情報化の推進は、全庁的な連携と協力が不可欠です。各取組みの推

進にあたっては、「太子町高度情報化施策推進本部」及び「情報化リ

ーダー」を活用します。 

計画策定後においても、住民ニーズ、環境の変化、デジタル技術の

進歩、国の指針、本町における情報化の進捗状況を考慮しながら、Ｐ

ＤＣＡサイクルによる施策の見直しを図り、本計画の実効性を高めて

いきます。 

 

４．基本方針 

本町が提供する住民サービスの向上や行政事務の効率化等における

ＩＣＴを活用した課題解決を図るため、総務省が策定した「自治体Ｄ

Ｘ推進計画」を踏まえた「自治体ＤＸ推進手順書」において地方自治

体が取組むべき事項として示された１１の事項に加え、住民生活の利

便性、地域の活性化、庁内横断的な事務の効率化や知的生産性の向上

に資する事項を基本方針の柱とし、それぞれの取組みを整理します。 

【重点取組事項】 

（１）情報システムの標準化・共通化 

（２）マイナンバーカードの普及促進 

（３）行政手続のオンライン化 

（４）ＡＩ・ＲＰＡの利用推進 

（５）テレワークの推進 

（６）セキュリティ対策の徹底 
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【重点取組事項と合わせて取組むべき事項】 

（７）地域社会のデジタル化 

（８）デジタルデバイド対策 

【その他】 

（９）ＢＰＲの取組みの徹底（書面・押印・対面の見直し） 

（10）オープンデータの推進 

（11）官民データ活用推進計画策定の推進 

（12）人材育成 

（13）情報システム経費の削減 

（14）ＩＣＴ部門における業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の策定 

（15）教育現場のデジタル化 

これらの事項における本町の取組みについては、次のとおりです。 

（１）情報システムの標準化・共通化 

「自治体ＤＸ推進計画」における自治体情報システムの標準化・共

通化の取組方針として、「自治体は目標時期を令和７年度（２０２５

年度）とし、「ガバメントクラウド（Ｇｏｖ－Ｃｌｏｕｄ）」の活用

に向けた検討を踏まえ、基幹系の対象業務について国の策定する標準

仕様に準拠したシステムに移行するための準備を始める必要がありま

す。情報システムの標準化・共通化は、基幹系システム全体の再構築

が必要となり、検討開始から運用に至るまでには相当の期間を要する

ことから、各自治体においては、早期から全庁的・横断的な推進体制

を整え、現行のシステム調査やスケジュール策定をはじめとして計画

的な導入に向けた検討を行うことが求められる。」とされています。 

本町の基幹業務システム（ＣＯＫＡＳ-Ｒ／ＡＤⅡ）の利用期間が、

令和７年度末（２０２６年３月）で契約満了を迎えます。 

今後、対象２０業務システムにおける機能要件等の調査を実施しな

がら、国が求める期限までに標準仕様に準拠した新たなシステムの導

入とガバメントクラウドへの移行を進めていきます。

 

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

（１）情報システムの標準化・共通化

ガバメントクラウド
への移行

概　　　　　　　　要 方　　　　　針

ガバメントクラウド上に構築された国の策定する標準仕様に準拠
した基幹系20業務システムへ移行する

現行システムの調査やスケジュールを策定
し計画的に移行する

ガバメントクラウドへの移行
現行システムの調査・
スケジュール策定

運用
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（２）マイナンバーカードの普及促進 

マイナンバーカードの普及促進について、国は令和４年度末までに

ほとんどの国民がマイナンバーカードを保有している状況を目指して

います。 

本町においては、町職員が出向いて申請受付を行う出張申請受付や

休日に申請窓口を開庁するなど、マイナンバーカードの円滑な交付体

制の充実を図り、カードの普及促進に取り組んでいます。 

国が公表する令和４年３月３１日時点の本町のマイナンバーカード

の交付枚数は１６，３７４枚で、人口に対する交付率は４８．１５％

となっていますが、健康保険証としての利用などデジタル社会の基盤

となるマイナンバーカードの普及が急速に進むことが予想されます。 

今後も国の動向を注視しながら、国の目標年次である令和４年度末

までを目標に、ほとんどの町民がマイナンバーカードを保有している

状況の達成を目指し、普及促進を図っていきます。 

 

 

（３）行政手続のオンライン化 

国が普及を進めるマイナンバーカードは、オンラインで確実かつ安

全に本人確認ができ、拡張性と利便性の高いデジタル社会の基盤とな

るものです。 

デジタル化による利便性の向上を国民が早期に享受できるよう、国

が「優先的にオンライン化を推進すべき」としている子育て関係（１

５手続）と介護関係（１１手続）の２６手続については、令和４年度

（２０２２年度）中にマイナポータルからマイナンバーカードを用い

てオンライン手続を可能にする環境を構築します。 

さらに、行政手続オンライン化の全庁展開を目指し、町民や職員が

可能な限りオンラインにより手続を完結できる環境整備を進めていき

ます。 

（２）マイナンバーカードの普及促進

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

マイナンバーカード申請を促す施策が効
果的に進むよう取組む

マイナンバーカー
ドの普及促進

オンラインで確実に本人確認ができ、デジタル社会の基盤となる
マイナンバーカードの交付申請の促進と交付体制の充実させる

概　　　　　　　　要 方　　　　　針

マイナンバーカードの円滑な交付・
諸施策の展開
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（４）ＡＩ・ＲＰＡの利用推進 

国は、新たな自治体行政の基本的考え方として、ＡＩやＲＰＡとい

った業務の自動化・省力化につながる技術を活用し、職員の負担軽減

を図り、職員は企画立案業務や住民への直接的なサービス提供など、

職員でなければできない業務に注力する「スマート自治体」へと転換

する必要があると提言しています。 

本町においても、ＡＩ・ＲＰＡにできること、できないことなど活

用方法や技術に対する職員の理解を深めつつ、ＡＩ・ＲＰＡのデジタ

ル技術の活用により効率化等が見込まれる業務から実証実験や効果検

証を行い、継続的なサービス・業務改革の一環としてＡＩ・ＲＰＡの

活用を進めていきます。 

 

 

（５）テレワークの推進 

国では、テレワークはＩＣＴを活用して時間や場所を有効に活用で

きる柔軟な働き方であり、職員一人ひとりのライフステージに合った

多様な働き方を実現できる「働き方改革」の切り札として、テレワー

ク環境の早急な整備を求めています。 

本町においても、育児や介護など時間的制約を抱える職員を含め多

様な働き方の実現と、従来の紙資料を基本とした業務から電子化・ペ

（３）行政手続のオンライン化

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

方　　　　　針

マイナンバーカードを用いて申請を行うことが想定される31手続
について、マイナンバーカードを用いてオンライン手続を可能に
する

最適化を重視した情報システムの構築を
推進するため体制を強化する

行政手続の
オンライン化

概　　　　　　　　要

子育て・介護手続
の構築

現行システムの調査・
スケジュール策定

オンライン手続の構築

（４）ＡＩ・ＲＰＡの利用促進

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

方　　　　　針

先進地の導入事例等の収集・分析により、
効果的なツールの選定を行う

①ＡＩによる業務効
率化

②ＲＰＡを活用した
定型業務の自動

化

概　　　　　　　　要

概　　　　　　　　要 方　　　　　針

行政手続のオンライン化による業務見直し等を契機に、ＡＩの導
入・活用を推進する

効率化・自動化が見込める事務を定期的
に洗い出し、実証実験を経て導入する

行政手続のオンライン化による業務見直し等を契機に、RPAの導
入・活用を推進する

調査・検討・計画

類似業務への
導入検討

導入
実証実験・
効果検証

実証実験・
効果検証

導入
実証実験・
効果検証

導入
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ーパーレス化による業務の効率化や、災害発生時における行政機能の

維持のため、テレワーク環境の整備を進めていきます。 

 

 

（６）セキュリティ対策の徹底 

本町の保有する情報資産には、町民の個人情報のみならず、行政の

運営上重要な情報等が多く含まれており、これらの情報が部外者に漏

えいした場合、極めて重大な結果を招くことが考えられます。  

これらの情報資産を様々な脅威から守ることは、住民の生命、財

産、プライバシー等の安全と安定的な行政運営のために必要であり、

電子自治体の構築には、全てのネットワーク及び情報システムが高度

な安全性を有することが不可欠です。 

本町では、情報資産の機密性、完全性、可用性を維持するための情

報セキュリティポリシーを定め、情報セキュリティ対策の運用を行っ

ています。 

今後、行政手続のオンライン化、テレワーク、標準化・共通化など

本計画による新たな施策の展開を踏まえ、「地方公共団体における情

報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に基づき、本町のセ

キュリティポリシーの内容の見直しを行いながら、情報資産を守る強

固なセキュリティ対策について、効率化と利便性だけではない最新の

情報セキュリティ対策を実施していきます。 

（５）テレワークの推進

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

導入事例やセキュリティポリシーガイドライン等を参考に、テレ
ワークの導入・活用を推進する

①テレワーク環境
の整備

②テレワークの推
進

ネットワーク環境の整備や端末機器の確
保など、テレワーク環境の整備を行う

概　　　　　　　　要 方　　　　　針

概　　　　　　　　要 方　　　　　針

電子化・ペーパーレス化により、業務の効率化を図る
電子決裁の導入により、文書管理の効率
化を図る

実証実験・
効果検証

町テレワークシス
テムの検討・構築

運用

電子化の検討
電子決裁機能の

導入
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（７）地域社会のデジタル化 

住民サービスの質を落とさずに新しい行政運営に移行するために

は、地域社会のデジタル化は避けては通れない課題となっています。 

教育、子育て、防災、観光、農業等の多分野において、ＡＩやＩｏ

Ｔの導入・活用による様々な地域課題の解決、地域経済の活性化が期

待されていることもあり、５Ｇをはじめとした最新技術の動向を注視

しながら、デジタル化によるメリットを享受できる地域社会を検討

し、推進していきます。 

 

（８）デジタルデバイド対策 

地理的な制約、年齢、身体的な条件やその他の要因に基づく情報格

差（デジタルデバイド）解消策として、電子申請による各種行政手続

の利用方法に関する講習など、町民に対するきめ細やかなデジタル活

用支援体制を構築するとともに、災害時や観光客にも情報提供が行え

るようＷｉ－Ｆｉ環境などインフラの整備にも取り組みます。 

 

（９）ＢＰＲの取組みの徹底（書面・押印・対面の見直し） 

限られた経営資源（ヒト・モノ・カネ）で、これまで以上に高まる

行政需要に的確に対応するとともに、新型コロナウイルス感染症の拡

大防止や新たな生活様式への対応に向けた業務フローのデジタル化に

よる業務効率化（書面・押印・対面）の抜本的な見直しが急務となっ

ています。 

押印の見直しについては、当町においても行政手続における町民等

の負担を軽減し、町民等の利便性を図ることを目的に、「どうしても

残さなければならない手続を除き押印を見直す」という考えの下、７

（６）セキュリティ対策の徹底

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

方　　　　　針

改定セキュリティポリシーガイドラインを踏まえ、情報セキュリティ
対策の徹底に取組む

町の情報セキュリティポリシーを見直しなが
らセキュリティ対策に取組む

②セキュリティシス
テムの更新

①セキュリティ対
策の徹底

概　　　　　　　　要

運用・見直し

運用次期構成の検討 構築
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６２件の押印を廃止するなど取組みを進めております。 

さらに、国による書面・対面規制についてもマニュアルの作成が予

定されていることから、これらを踏まえた対応も継続して進めていき

ます。 

 

（10）オープンデータの推進 

官民データ活用推進基本法では、「地方公共団体は、保有するデー

タを国民が容易に利用できるよう必要な措置を講ずる。」とされてお

り、オープンデータとして町民、地域、企業が共用できる環境をつく

り、新たな価値や文化の創造ができるよう求めています。 

モバイル端末、ＳＮＳ等の普及を背景に、多種多様な情報を相互に

連携させて新たな価値の創出が期待されている中、本町においても行

政サービスの質の向上を図るため、紙等に保存されている行政情報の

デジタル化を進め、蓄積・共有・分析等データを利活用できる取組み

が必要であり、町民や企業にとって利活用しやすい形でデータを公開

するなど、町全体でオープンデータの取組みを推進していきます。 

 

（11）官民データ活用推進計画策定の推進 

官民データ活用推進基本法においては、都道府県には官民データ活

用の推進に関する施策の基本的な計画についての策定義務が定めら

れ、市町村には、同計画の策定の努力義務が定められ、地方公共団体

の官民データ活用推進計画をデジタル・ガバメント構築の総合的な戦

略として位置づけることとされています。 

本町においては、効果的な政策立案や町民サービスの向上等を実現

するために、町が保有するデータや民間が保有するデータを部局・分

野横断的に活用するなど、データの利活用の手段について、職員の理

解促進や意識向上を図り、分析基盤の導入等も含め、調査・研究を進

めていきます。 

 

（12）人材育成 

本町においては、これまで文書作成、表計算ソフトをはじめ、町内

で使用している内部事務システムの操作研修を定期的に実施してきま

したが、行政のデジタル化への効率的な課題解決に不可欠なＩＣＴの

専門知識やスキルを持つ職員が不足しています。 
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行政サービスの提供と情報システムは今や切り離すことができない

ものとなっており、また、システムの導入や手続のオンライン化等の

行政サービス改革と行政データ利活用等の行政のデジタル化を推進す

るためには、それを担うＩＣＴ・セキュリティについての知見を持っ

た人材の確保・育成が重要になります。 

そのためにも、業務担当職員、管理職員、情報担当職員ごとに求め

るＩＣＴスキルを定義し、それに基づく研修を実施することにより、

職員のＩＣＴ教育体制を充実させるとともに、施策の推進のための組

織体制の確立や情報セキュリティの確保により、ＩＣＴガバナンスを

強化していきます。  

 

（13）情報システム経費の削減 

情報システムの標準化・共通化によるガバメントクラウドへの移行

は、大幅なコストの低減が見込まれますが、対象業務以外の業務シス

テム等については、イニシャルコストとランニングコストを総合的に

比較・検証したうえで、職員による内製化やＯＳＳの活用を検討し、

情報システム経費の削減を図ります。 

 

（14）ＩＣＴ部門における業務継続計画（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の策定 

情報システム部門（ＩＣＴ部門）において、災害や事故を受けても、重要業務を

なるべく中断させず、中断してもできるだけ早急に復旧させるために業務継続計画

（ＩＣＴ－ＢＣＰ）の策定に取り組みます。 

 

（15）教育現場のデジタル化 

令和２年度（２０２０年度）に、ＧＩＧＡスクール構想により児童・生徒１人に

１台のタブレット端末が配備されました。 

遠隔地授業など児童・生徒へのＩＣＴを活用した教育の充実、児童・生徒一人ひ

とりに個別最適化された学びや、教職員の事務効率化が実現されるよう教育現場の

デジタル化を推進していきます。 
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５．用語解説 

■アルファベット順 

ＡＩ Artificial Intelligence（人工知能）の略。人工的

な方法による学習、推論、判断等の知的な機能の実現

及び人工的な方法により実現した当該機能の活用に

関する技術のこと。 

ＢＰＲ Business Process Re-engineeringの略。既存の組織

やビジネスルールを抜本的に見直し、利用者の視点

に立って、業務プロセス全体について職務、業務フロ

ー、管理機構、情報システムを再設計すること。 

ＩＣＴ Information & Communication Technology（情報通

信技術）の略。従来から使われていた IT（Information 

Technology）に替わって、通信ネットワークによって

情報が流通することの重要性を意識して使用され

る。 

ＩｏＴ Internet of Things（モノのインターネット）の略。

自動車、家電、ロボット、施設などあらゆるモノがイ

ンターネットにつながり、情報のやり取りをするこ

とで、モノのデータ化やそれに基づく自動化等が進

展し、新たな付加価値を生み出すというコンセプト

を表した語。 

ＯＳＳ Open Source Softwareの略。利用者の目的を問わず

ソースコードを使用、調査、再利用、修正、拡張、再

配布が可能なソフトウェアの総称のこと。 

ＲＰＡ Robotic Process Automationの略。人間がパソコン

を使って行う機械的な作業を自動化する技術のこ

と。 

ＳＮＳ Social Networking Serviceの略。登録された利用者

同士が交流できる Web サイトの会員制サービスのこ

と。インターネットを介して人間関係、社会的なネッ

トワーク（ソーシャルネットワーク）の構築を可能に

するサービス。 

Ｗｉ－Ｆｉ ネットワーク接続に対応した機器を、無線（ワイヤレ

ス）で LAN（Local Area Network）に接続する技術の

こと。 
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■５０音順 

オープンデータ 国、地方公共団体及び事業者が保有する官民データ

のうち、国民誰もがインターネット等を通じて容易

に利用（加工、編集、再配布等）できるよう、①営利

目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが

適用されたもの、②機械判読に適したもの、③無償で

利用できるもの、といういずれの項目にも該当する

形で公開されたデータのこと。 

ガバメントクラウド 政府の情報システムについて、共通的な基盤・機能を

提供する複数のクラウドサービス（Iaas、Pass、SaaS）

を利用できる環境のこと。自治体の主要な 20業務を

処理するシステムについて、標準仕様書に準拠した

システムをガバメントクラウドに構築し令和 7 年度

までに全自治体が利用することを目標としている。 

ＧＩＧＡスクール構想 令和元年（2019年）に開始された、全国の児童・生徒

1 人に 1 台のコンピューターと高速ネットワークを

整備する文部科学省の取組み。 Global and 

Innovation Gateway for all（全ての児童・生徒のた

めの世界につながる革新的な扉）の略。 

自治体クラウド 地方公共団体が情報システムを庁舎内で保有・管理

することに代えて、外部のデータセンターで保有・管

理し、通信回線を経由して利用できるようにする取

組みのこと。複数の地方公共団体の情報システムの

集約と共同利用を進めることにより、経費の削減及

び住民サービスの向上等を図ること。 

自治体ＤＸ推進計画 総務省が「デジタル・ガバメント実行計画」における

各施策について、自治体が重点的に取組むべき事項・

内容を具体化するとともに、総務省及び関係省庁に

よる支援策等を取りまとめた計画のこと。 

自治体ＤＸ推進手順書 総務省が策定した「自治体ＤＸ推進計画」を踏まえ

て、自治体が着実にＤＸに取組むための参考資料の

こと。 

スマート自治体 AI・RPA などを活用し職員の事務処理を自動化した

り、標準化された共通基盤を用いて効率的にサービ

スを提供する自治体のこと。 

セキュリティポリシー 組織がセキュリティ上、保護すべき対象範囲と対策

手段及び管理運営方法についての方針を文書により

明確化したもの。本町では「太子町情報セキュリティ

ポリシー」を定めている。 
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デジタル・ガバメント実行

計画 

多くの人々にとって行政サービスが便利かつ身近に

なるような社会を目指して政府が平成30年（2018年）

に初版を策定した計画。令和元年（2019年）12月 20

日に閣議決定し、令和 2年（2020年）12月 25日に改

定された。計画期間は、令和 2年（2020年）12月 25

日から令和 8年（2026年）3月 31日までを対象期間

とする。 

デジタル庁 令和 3 年（2021 年）9 月 1 日に設置された日本の行

政機関のひとつ。国・地方行政の IT 化や DX（ﾃﾞｼﾞﾀ

ﾙ･ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾒｰｼｮﾝ）の推進を目的として IT分野を担当

する。 

デジタルデバイド インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用

できる者と利用できない者との間に生じる格差のこ

と。 

デジタル田園都市国家構想 令和 3 年（2021 年）に発表された「デジタル実装を

通じて地方が抱える課題を解決し、誰一人取り残さ

れず全ての人がデジタル化のメリットを享受できる

心豊かな暮らしを実現する」構想のこと。 

デジタル・トランスフォー

メーション（ＤⅩ） 

デジタル（Digital）と変革を意味するトランスフォ

ーメーション（Transformation）により作られた造語

で、様々なモノやサービスがデジタル化により便利

になり効率化され、その結果デジタル技術が社会に

浸透することで、それまでには実現できなかった新

たなサービスや価値が生まれる社会やサービスの変

革のこと。 

テレワーク ICTを活用し、サテライト勤務、モバイル勤務、在宅

勤務等、場所や時間を有効に活用できる柔軟な働き

方のこと。 

５Ｇ 3G、4Gに続く第 5世代移動通信システムのこと。「超

高速」だけでなく「多数接続」や「超低遅延」といっ

た新たな特徴を持つ次世代の移動通信システム。 

マイナポータル マイナンバー制度の導入に併せて新たに構築した、

国民一人一人がアクセスできるポータルサイトのこ

と。具体的には、自己情報表示機能、情報提供等記録

表示機能、プッシュ型サービス、ワンストップ・サー

ビス等を提供する基盤であり、国民一人ひとりが

様々な官民のオンラインサービスを利用できる。 
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マイナンバーカード マイナンバーは、日本国内に住民票を有する全ての

方が一人につき 1つ持つ 12桁の番号のこと。外国籍

でも住民票を有する方には住所地の市町村長から通

知される。本人の申請により交付される ICカードに

は、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・マイナン

バーなどが表示され、本人確認の際の公的な身分証

明書として利用できる。マイナンバーは行政を効率

化し、国民の利便性を高め、公平、公正な社会を実現

するための社会基盤。その利用範囲は法令等で限定

されており、平成 28年 1月から順次、社会保障、税、

災害対策分野の行政手続で利用されている。 
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